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令和５年３月８日

文責 竹村 俊夫

３月２日（木）の業前の時間に、「６年生を送る会」を実施しました。卒業が間近に迫った６年生

に対し、在校生から感謝の気持ちを表しました。会の進行は５年生が行い、その他、各学年が発達段

階に応じた一役を担いました。６年生もとても喜んでいました。

３月１日（水）、６年生とその保護者を対象にして、

卒業式で胸に飾る「まゆコサージュづくり」を行い

ました。当日の指導や材料の準備等は、更生保護女

性会美九里支部の方々が行ってく

ださいました。よき指導のもとで、

みんなで真剣になって作ったかい

もあり、とても素敵なコサージュ

ができました。

令和３年４月１日付で群馬県交通安全条例が改正され、自転車保険への加入が義務化、および、自

転車用ヘルメット着用が努力義務化されました。もちろんこれは、大人を含む全県民に適用されるも

のですが、全国的に見てもかなり進んだ条例です。この条例の制定に際しては、県内における中高生

の自転車乗車中の事故率が全国でもワースト１，２を争うものであることが要因となっていることは

明らかです。（小学生も他人ごとではありません）

保険に関してですが、今回、県ＰＴＡ連合会や、その他諸団体からも各種保険の案内が届き、配布

させていただきました。（加入は任意です）自転車に乗るお子さんがいるのに、自転車保険（または、
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６年生代表からお礼の言葉 最後はみんなで校歌を歌いました。

自転車の安全について（再確認）



賠償責任が付帯した保険）に未加入のご家庭は、どのような保険でも

結構ですので、是非ご加入をお願いいたします。

なお、ヘルメットに関しては、県の条例制定以前から、国の法律（道

路交通法）により、保護者に対して、「子どもが自転車に乗車する際に

はヘルメットをかぶらせる」ことが義務化されています。

美九里東小では、ヘルメット着用はもちろんのこと、学年により自

転車に乗ってよい範囲の目安を示しています。今のところ事故の話は

聞いていませんが、自転車による事故がこの先も０を継続できること、

万が一事故にあってしまったときでも軽傷で済むことを願うばかりで

す。

新型コロナウイルス感染症が、５月８日からインフルエンザや風しん等と同様の５類感染症に位置

づけられること、また、感染者数が減少してきていること等を踏まえ、国、県、市より学校に対して

以下の内容の通知がありました。なお、これは３月１３日から適用される、県や市から一般者向けに

出された「マスク着用の通知（マスク着用は個人の判断が基本）」と基本理念は共通するものですが、

ニュアンスが若干異なっております。

１．卒業式におけるマスクの着用の考え方

卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒及び教職員は、式典全体を通じてマスクを着用せずに

出席すること（歌唱時、呼びかけ時は着用）、来賓や保護者等はマスクを着用することを基本と

し、実情に応じて適切に実施する。なお、様々な事情により、マスクの着用を希望したり、マス

クを着用できない児童生徒や教職員もいることなどから、マスクの着脱を強いることのないよう

にする。また、マスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行う。

２．年度内における卒業式以外の学校教育活動におけるマスクの着用の考え方

令和５年３月３１日までの年度内における卒業式以外の学校教育活動については、従来どおり

文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や関連する

事務連絡等を踏まえつつ、メリハリのあるマスクの着用を指導する。

３．４月１日以降の新学期におけるマスクの着用の考え方

学校におけるマスク着用の考え方の見直しについては、政府対策本部の決定により令和５年４

月１日から適用となるため、学校教育活動の実施に係る留意事項等については、改めて連絡する。

この通知を受け、本校では以下の方針で教育活動を進めます。

１．卒業式

〇卒業生は、卒業式全体（入退場を含む）を通じてマスクなしを基本とします。ただし、マスク

の着脱を強いることはせず、そのことによる差別や偏見がないよう適切に指導します。

〇在校生、及び教職員は、マスクを外してもよいこととします。

〇国歌・校歌等の斉唱や呼びかけを行う時は全員マスクを着用します。

〇来賓、保護者等はマスクの着用をお願いします。ただし、どうしてもマスクを着用できない事

情がある場合には、その限りではありません。

〇卒業式の実施に当たっては、会場受付での検温及び手指消毒、効果的な換気の実施や参加者へ

の咳エチケットの推奨など、必要な感染症対策を講じます。

２．年度末まで

〇３月３１日までの教育活動は、従来通りメリハリのあるマスク着用を指導します。

３．新年度

〇留意事項等に係る通知を受け、改めて方針等を示します。

今後のマスクの着用について


